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第 
五 

章 

情
報
化
の
開
始 

 
第
一
節 
情
報
化
時
代
の
到
来 

 

六
〇
四 

九
州
大
学
中
央
計
数
施
設
規
則 

（
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
五
月
八
日
制
定
） 

 
 
 

九
州
大
学
中
央
計
数
施
設
規
則 

第
一
条 

九
州
大
学
中
央
計
数
施
設
（
以
下
「
計
数
施
設
」
と
い
う
。）
は
、
全

学
的
な
共
同
利
用
の
施
設
と
し
て
、
研
究
者
の
需
要
に
応
じ
計
数
資
料
の
作

成
・
提
供
に
あ
た
り
、
計
数
に
関
す
る
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

計
数
施
設
に
次
の
職
員
を
お
く
。 

 

一 

施
設
の
長 

 

二 

次 

長 

三 

プ
ロ
グ
ラ
ム
主
任 

 

四 

技
術
主
任 

 

五 

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー 

 

六 

パ
ン
チ
ヤ
ー 

 

七 

技
術
職
員 

 

八 

事
務
職
員 

2 

施
設
の
長
は
、
教
授
を
も
つ
て
あ
て
九
州
大
学
中
央
計
数
施
設
運
営
委
員

会
（
以
下
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
定
め
る
方
針
に
基
づ
き
計
数
施
設

の
業
務
を
掌
理
す
る
。 

3 

次
長
は
、
助
教
授
ま
た
は
講
師
を
も
つ
て
あ
て
、
施
設
の
長
を
た
す
け
て

計
数
施
設
の
業
務
を
処
理
す
る
。 

第
三
条 

施
設
の
長
、
次
長
お
よ
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
主
任
は
、
運
営
委
員
会
の
九

州
大
学
中
央
計
数
施
設
運
営
規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に

掲
げ
る
委
員
に
よ
る
会
議
の
推
薦
に
基
づ
き
総
長
が
命
ず
る
。 

2 

施
設
の
長
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
重
任
を
妨
げ
な
い
。 

第
四
条 

施
設
の
長
は
、
計
数
施
設
の
利
用
お
よ
び
管
理
上
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
、
運
営
委
員
会
の
議
に
基
づ
き
総
長
の
承
認
を
得
て
計
数
施
設
利
用
細

則
お
よ
び
計
数
施
設
管
理
細
則
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
条 

計
数
施
設
の
管
理
に
関
す
る
事
務
は
工
学
部
に
お
い
て
行
な
う
。 

第
六
条 

計
数
施
設
の
管
理
・
運
営
の
円
滑
な
実
施
を
は
か
る
た
め
、
施
設
の

長
は
、工
学
部
長
と
適
宜
必
要
な
連
絡
お
よ
び
協
議
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

付 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
七
年
五
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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六
〇
五 

九
州
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
規
則 

（
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
四
月
一
五
日
制
定
） 

九
州
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
規
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
九
州
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。）
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

（
セ
ン
タ
ー
の
長
及
び
次
長
） 

第
二
条 

セ
ン
タ
ー
に
長
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
い
う
。）
お
よ
び
次
長
を

置
く
。 

2 

セ
ン
タ
ー
長
は
、
九
州
大
学
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
、
セ
ン
タ
ー
の
業
務

を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。 

3 

次
長
は
、
九
州
大
学
の
助
教
授
ま
た
は
講
師
を
も
っ
て
充
て
、
セ
ン
タ
ー

長
を
助
け
て
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
整
理
す
る
。 

（
研
究
開
発
部
） 

第
三
条 

セ
ン
タ
ー
に
研
究
開
発
部
を
置
く
。 

2 

研
究
開
発
部
は
セ
ン
タ
ー
業
務
に
関
す
る
運
用
計
画
を
立
案
す
る
と
と

も
に
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
伴
う
研
究
開
発
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

3 

研
究
開
発
部
に
部
長
を
置
き
、
九
州
大
学
の
助
教
授
ま
た
は
講
師
を
も
っ

て
充
て
る
。 

4 

部
長
は
、
研
究
開
発
部
の
業
務
を
処
理
す
る
。 

（
人
事
） 

第
四
条 

セ
ン
タ
ー
長
は
、
別
に
定
め
る
手
続
を
経
て
、
総
長
が
選
考
す
る
。 

2 

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。 

3 

次
長
お
よ
び
研
究
開
発
部
長
は
、
別
に
定
め
る
手
続
き
を
経
て
、
総
長
が

命
ず
る
。 

（
運
営
委
員
会
） 

第
五
条 

セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
関
し
て
セ
ン
タ
ー
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た

め
、
セ
ン
タ
ー
に
運
営
委
員
会
を
置
く
。 

第
六
条 

運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

 

一 

セ
ン
タ
ー
長 

 

二 

九
州
大
学
の
教
授
ま
た
は
助
教
授
の
う
ち
か
ら
総
長
が
命
じ
た
者
十
二

人
以
内 

 

三 

九
州
大
学
以
外
の
大
学
の
教
授
ま
た
は
助
教
授
の
う
ち
か
ら
総
長
が
委

嘱
し
た
者
八
人
以
内 

四 

九
州
大
学
事
務
局
長 

2 

前
項
の
第
二
号
お
よ
び
第
三
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。 

第
七
条 

運
営
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
セ
ン
タ
ー
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

2 

委
員
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
て
そ
の
議
長
と
な
る
。 

3 
運
営
委
員
会
に
副
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

4 
副
委
員
長
は
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。 

第
八
条 

会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
の
出
席
に
よ
り
成
立
す
る
。 
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2 
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長

の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
常
任
委
員
会
） 

第
九
条 

運
営
委
員
会
に
、
そ
の
運
営
を
円
滑
に
し
、
具
体
的
事
項
を
処
理
す

る
た
め
、
常
任
委
員
会
を
置
く
。 

第
十
条 

常
任
委
員
会
の
委
員
は
、
運
営
委
員
会
の
委
員
の
中
か
ら
若
干
人
を

互
選
す
る
。 

2 

常
任
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
セ
ン
タ
ー
長
を
も
っ
て
充
て
る
。 

（
専
門
委
員
会
） 

第
十
一
条 

運
営
委
員
会
に
、
専
門
的
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ

て
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
） 

第
十
二
条 

セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
総
長
が
定
め
る
。 

（
細
則
） 

第
十
三
条 

こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
総
長
の
承
認
を
得

て
セ
ン
タ
ー
長
が
細
則
で
定
め
る
。 

付 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

〔
註
〕『
九
大
学
報
』
第
一
〇
二
二
号 

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
五
月
。 

  

六
〇
六 

九
州
大
学
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
取
扱
規
則 

（
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
九
月
二
二
日
制
定
） 

九
州
大
学
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
取
扱
規
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
九
州
大
学
（
医
療
技
術
短
期
大
学
部
を
含
む
。
以
下

「
本
学
」
と
い
う
。）
の
教
官
等
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
プ
ロ
グ
ラ

ム
（
以
下
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
権
利
の
取
扱
い
に
関
す

る
基
本
的
事
項
を
定
め
、
も
つ
て
、
本
学
の
教
官
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の

作
成
及
び
利
用
を
促
進
し
、
学
術
研
究
の
振
興
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

文
献
、
数
値
、
画
像
そ
の
他
の
情
報
の
集
合
物
で
あ

つ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
、
実
用
に
供
し
得
る
条
件
を
備
え
た
も
の
を

い
う
。 

二 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

電
子
計
算
機
を
機
能
さ
せ
て
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
こ
れ
に
対
す
る
指
令
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
表
現

し
た
も
の
を
い
う
。 

三 

教
官
等 
学
長
、
教
授
、
助
教
授
、
講
師
及
び
助
手
並
び
に
研
究
活
動



第五章 情報化の開始 

954 
 

に
従
事
す
る
技
術
系
職
員
等
を
い
う
。 

（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
著
作
権
委
員
会
） 

第
三
条 
本
学
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
著
作
権
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と

い
う
。）
を
置
く
。 

2 

委
員
会
は
、
学
長
の
諮
問
に
応
じ
、
本
学
の
教
官
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等

に
係
る
著
作
権
の
帰
属
等
に
関
し
、
審
議
す
る
。 

3 

委
員
会
の
委
員
は
、
九
州
大
学
発
明
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
二
月
二
十
二

日
施
行
）
第
三
条
に
規
定
す
る
発
明
委
員
会
の
委
員
を
も
つ
て
充
て
る
。 

4 

委
員
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
発
明
委
員
会
の
委

員
長
及
び
副
委
員
長
を
も
つ
て
充
て
る
。 

第
四
条 

委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。 

2 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
代
行
す
る
。 

第
五
条 

委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を
開
き
、

議
決
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。 

2 

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
つ
て
決
し
、
可
否
同

数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
六
条 

委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
に
委
員
以
外

の
者
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
条 

委
員
会
の
事
務
は
、
庶
務
部
に
お
い
て
行
う
。 

（
権
利
の
帰
属
） 

第
八
条 

本
学
の
教
官
等
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
作
成
を
直
接
の
目
的
と
す
る

国
立
学
校
特
別
会
計
経
費
を
受
け
て
作
成
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
に
係
る
著

作
権
は
、
国
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

2 

本
学
の
教
官
等
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
作
成
を
直
接
の
目
的
と
す
る
民

間
等
外
部
の
機
関
と
の
共
同
研
究
又
は
受
託
研
究
に
よ
り
作
成
し
た
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
等
に
係
る
著
作
権
は
、
国
と
民
間
等
外
部
の
機
関
の
長
又
は
受
託
研

究
の
委
託
者
と
の
共
有
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
学

長
は
、
民
間
等
外
部
の
機
関
の
長
又
は
受
託
研
究
の
委
託
者
と
協
議
の
上
、

当
該
著
作
権
の
持
分
に
つ
い
て
適
切
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

3 

前
二
項
の
場
合
を
除
き
、
本
学
の
教
官
等
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等

に
係
る
著
作
権
は
、
当
該
教
官
等
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
公
開
促
進
費
に
係
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
） 

第
九
条 

科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
公
開
促
進
費
を
受
け
て
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
作
成
し
た
本
学
の
教
官
等
は
、
国
立
大
学
等
（
国
立
の
大
学
、
短
期
大

学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関
を
い
う
。）の
情
報

処
理
関
係
施
設
等
に
お
い
て
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
複
製
し
、
利
用
す
る

こ
と
を
無
償
で
許
諾
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
届
出
） 

第
十
条 

本
学
の
教
官
等
は
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
又
は
前
条
に
規
定
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
た
と
認

め
た
と
き
は
、
所
属
す
る
部
局
の
長
を
経
由
し
て
、
学
長
に
速
や
か
に
届
け
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出
る
も
の
と
す
る
。 

（
権
利
の
帰
属
の
認
定
） 

第
十
一
条 
学
長
は
、
前
条
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
委
員
会
の
議
に
基
づ

き
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
が
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
又
は
第
九
条
に
規
定
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
該
当
す
る

か
否
か
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
学
長
は
、
速

や
か
に
、
当
該
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

2 

前
項
の
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
学
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
前

条
の
届
出
を
行
つ
た
教
官
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
異
議
の
申
出
） 

第
十
二
条 

第
十
条
の
届
出
を
行
つ
た
教
官
等
は
、
前
条
第
一
項
の
学
長
の
認

定
に
対
し
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
認
定
の
通
知
を
受
け
た
日

か
ら
三
十
日
以
内
に
文
書
に
よ
り
、
所
属
す
る
部
局
の
長
を
経
由
し
て
、
学

長
に
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

2 

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
速
や
か
に
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
日
以
内
に
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

3 

異
議
の
申
出
を
行
つ
た
教
官
等
は
、
前
項
の
認
定
に
対
し
て
異
議
を
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
変
更
又
は
更
新
の
届
出
） 

第
十
三
条 

第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等

又
は
第
九
条
に
規
定
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
者
、
内
容
等
に
変
更
又
は

更
新
が
あ
つ
た
と
き
は
、
教
官
等
は
、
所
属
す
る
部
局
の
長
を
経
由
し
て
、

学
長
に
当
該
年
度
末
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
外
者
が
作
成
に
協
力
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
取
扱
い
） 

第
十
四
条 

本
学
の
教
官
等
が
学
外
者
の
協
力
を
得
て
作
成
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
等
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
協
力
者
の
承
諾
を
得
て
、
第
八
条
又

は
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。 

（
雑
則
） 

第
十
五
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
委
員
会
の
議
を
経
て
学
長
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

〔
註
〕『
九
大
学
報
』
第
一
二
五
五
号 

一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
一
〇
月
。 
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第
二
節 

情
報
教
育
の
開
始 

 

六
〇
七 
九
州
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則 

（
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
五
月
六
日
制
定
） 

 
 
 

九
州
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則 

 

（
趣 

旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
九
州
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
。）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
セ
ン
タ
ー
の
性
格
） 

第
二
条 

セ
ン
タ
ー
は
、
情
報
処
理
教
育
の
用
に
主
と
し
て
供
す
る
た
め
の
学

内
共
同
施
設
と
す
る
。 

（
セ
ン
タ
ー
の
長
及
び
次
長
） 

第
三
条 

セ
ン
タ
ー
に
長
及
び
次
長
を
置
く
。 

2 

セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
九
州
大
学
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
九
州
大
学
計
算
機

委
員
会
（
以
下
「
計
算
機
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
推
薦
に
よ
り
学
長
が
選
考

し
、
セ
ン
タ
ー
の
次
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
助
教
授
及
び
講
師
の
う
ち
か
ら
計

算
機
委
員
会
の
推
薦
に
よ
り
学
長
が
任
命
す
る
。 

3 

セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
掌
理
し
、
セ
ン
タ
ー
の
次
長
は
、

セ
ン
タ
ー
の
長
を
助
け
、
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
整
理
す
る
。 

4 

セ
ン
タ
ー
の
長
及
び
次
長
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

 

（
運
営
委
員
会
） 

第
四
条 

セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
し
、セ
ン
タ
ー
の
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、

セ
ン
タ
ー
に
九
州
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
（
以
下
「
運

営
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。 

第
五
条 

運
営
委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
次
に
掲
げ
る
委
員
を
も
っ
て
組
織
す

る
。 

一 

文
学
部
、
教
育
学
部
、
法
学
部
及
び
経
済
学
部
の
専
任
の
教
授
、
助
教

授
及
び
講
師
の
う
ち
か
ら
選
ば
れ
た
者
二
人
以
内 

二 

理
学
部
及
び
工
学
部
の
専
任
の
教
授
、
助
教
授
及
び
講
師
の
う
ち
か
ら

選
ば
れ
た
者
各
二
人 

三 

医
学
部
、
歯
学
部
及
び
薬
学
部
の
専
任
の
教
授
、
助
教
授
及
び
講
師
の

う
ち
か
ら
選
ば
れ
た
者
二
人
以
内 

四 

農
学
部
及
び
教
養
部
の
専
任
の
教
授
、
助
教
授
及
び
講
師
の
う
ち
か
ら

選
ば
れ
た
者
各
一
人 

五 

温
泉
治
療
学
研
究
所
、
応
用
力
学
研
究
所
、
産
業
労
働
研
究
所
及
び
生

産
科
学
研
究
所
の
専
任
の
教
授
、
助
教
授
及
び
講
師
の
う
ち
か
ら
選
ば
れ

た
者
一
人 

六 

セ
ン
タ
ー
の
次
長 

第
六
条 

委
員
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
長
を
も
っ
て
充
て
る
。 

2 
委
員
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。 

第
七
条 

委
員
は
、
学
長
が
委
嘱
す
る
。 
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2 
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と

し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
の
後
任
の

委
員
の
任
期
は
、
前
任
の
委
員
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

第
八
条 

運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を
開

き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

2 

運
営
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可

否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
専
門
委
員
会
） 

第
九
条 

運
営
委
員
会
に
、
専
門
的
事
項
を
審
議
さ
せ
る
た
め
、
必
要
に
応
じ

て
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利 

用
） 

第
十
条 

セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
希
望
す
る
者
は
、
運
営
委
員
会
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
の
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
細 

則
） 

第
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
セ
ン
タ
ー
の
長
が
細
則
で
定
め

る
。 

 
 
 

附 

則 

1 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
二
年

四
月
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。 

2 

こ
の
規
則
の
施
行
後
、
最
初
に
選
考
さ
れ
る
セ
ン
タ
ー
の
長
の
任
期
は
、

第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
と
す
る
。 

3 

セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
務
は
、
当
分
の
間
、
工
学
部
事
務
部
に
お
い
て
処

理
す
る
。 

〔
註
〕『
九
大
学
報
』
第
一
一
三
一
号 

一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
六
月
。 

 


